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第１章 景観計画区域 

（１）景観計画区域 

 本町の特性を生かした景観づくりを進めていくため、景観法に基づく景観計画区域を本

町全域として指定し、町全体の良好な景観形成に取り組みます。 

▲景観計画区域 

 

（２）景観形成重点地区の指定 

景観計画では、重点的かつ計画的に整備していく必要のある地区を重点地区に指定する

ことができます。 

地区の指定にあたっては、地区住民などとの協議などを踏まえて地区独自の目標や方針、

景観形成基準などを定め、地区の景観資源や個性を生かした景観形成に取り組むことがで

きます。  

  

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（国地情使 第 882 号） 


